
10

市
内
の
児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー
の
児
童

厚
生
員
を
若
干
名
募
集
し
ま
す
。

希
望
す
る
か
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
、
山
王
21
ビ
ル
の
生
涯
学
習
室
に
あ
る

募
集
要
項
を
ご
覧
の
う
え
、
ご
応
募
く
だ
さ

い
。
面
接
試
験
は
来
年
１
月
11
日
(金)
、
山
王

21
ビ
ル
の
市
教
育
委
員
会
室
で
行
い
ま
す
。

応
募
資
格

保
育
士
資
格
か
教
員
免
許
が
あ

る
か
た

応
募
方
法

募
集
要
項
を
ご
覧
の
う
え
、
履

歴
書
、
資
格
証
明
書
の
写
し
を
、
12
月
27
日

(木)
ま
で
、
〒
０
１
０
―

０
９
５
１
秋
田
市
山
王

二
丁
目
１
―

53
秋
田
市
教
育
委
員
会
生
涯
学

習
室
へ
、
郵
送
ま
た
は
直
接
お
持
ち
く
だ
さ

い
。tel(

８
２
６)

９
０
４
８

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/ed/lf/

平
成
20
年
度
に
、
市
お
よ
び
上
下
水
道
局

が
発
注
す
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
の
入
札
に
参
加
す
る
業
者
の
登
録
を
、
来

年
１
月
７
日
(月)
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
要
領
は
契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
、
申
請
用
紙
は
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ(

国
土
交
通
省
の
資
格
審
査
申
請
書)

か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
要
領
▼
契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/

申
請
用
紙
▼
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
lit.go.jp/

●
申
し
込
み
　
１
月
７
日
(月)
か
ら
２
月
１
日

(金)
ま
で
の
平
日
、
契
約
課
工
事
契
約
担
当

tel(

８
６
６)

２
１
６
５

納
税
課
で
は
、
市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し

押
さ
え
た
動
産
372
品
、
不
動
産
１
件
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ヤ
フ
ー
「
官
公
庁
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
」
で
、
来
年
１
月
８
日
(火)
か
ら
公
売
し

ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

動
産
　
跡
部
白
烏
筆
「
河
童
の
絵
」(

真
筆

証
明
書
付
き)

、
九
谷
焼
の
皿
・
わ
ん
・
盃
セ

ッ
ト
、
鉄
瓶
、
瓶(

か
め)

ほ
か

不
動
産(

桜
四
丁
目)

土
地
＝
261
・
03
㎡
　

建
物
＝
木
造
瓦
葺
３
階
建
185
・
90
㎡

公
売
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

●
問
い
合
わ
せ

納
税
課
納
税
担
当

tel(

８
６
６)

２
０
５
８

下
水
道
工
事
の
た
め
閉
鎖
し
て
い
る
新
屋

支
所
の
駐
車
場
は
、
来
年
１
月
４
日
(金)
か
ら

使
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
支
所
裏
側
の
仮
設

駐
車
場
と
歩
行
者
用
ス
ロ
ー
プ
は
利
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
１
月
４
日
(金)
以
降
、
歩
行
者
用
ス

ロ
ー
プ
の
解
体
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
通

行
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

下
水
道
建
設
課

tel(

８
６
４)

１
４
５
５

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

で
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
録

資
格
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

名
簿
は
、
来
年
３
月
31
日
に
確
定
し
、
そ

の
後
１
年
間
、
委
員
の
選
挙
や
委
員
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
に
使
用
し
ま
す
。
名
簿
の
補

充
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
登
録
か
ら
漏

れ
る
と
資
格
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま
せ

ん
。
必
ず
登
録
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
耕
作
証
明
書
な
ど
の
証
明
も
登
録

者
で
な
い
と
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
資
格
　
①
秋
田
市
に
住
所
が
あ
り
、
平

成
20
年
３
月
31
日
現
在
、
満
20
歳
以
上
の
か

た
で
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て

MATION
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INFOR-

わかくさ相談電話tel(862)3225…相談日は、平日の午前９時～午後４時。青少年の悩みや心配事など気軽
にご相談ください。市青少年指導センター(サンパル秋田内)で面接相談にも応じます。

４
新
屋
支
所
の
駐
車
場
が

１
月
４
日
(金)
か
ら
復
旧

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
の
入
札
参
加

業
者
の
登
録
を
受
付

２

広報あきたでは、
「市役所電話番号一覧

(10月19日号)」、「冬の救急箱(12
月７日号)」など、取りはずして
保存できる「保存版」ページを掲
載しています。この「保存版」に
対するみなさんのご意見ご要望を
広報課までお寄せください。
広報課tel(866)2034
ファクス(866)2287
Ｅメール ro-plpb@city.akita.akita.jp

１
月
中
旬
か
ら
採
用

児
童
厚
生
員
を
募
集

１

３
差
し
押
さ
え
物
件
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

広報あきたの保存版
ページにご意見を

５
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
登
録
を



い
る
か
た
　
②
①
と
同
居
し
て
い
る
親
族
と

そ
の
配
偶
者
で
、
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従

事
す
る
か
た

調
査
方
法

登
録
申
請
書
は
農
政
協
力
員
を

通
じ
て
12
月
中
に
お
配
り
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
書
い
て
、
１
月
５
日
(土)
ま
で
、
お
近
く

の
農
政
協
力
員
へ
届
け
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

市
農
業
委
員
会
事
務
局

tel(

８
６
６)

２
２
７
０

９
月
17
日
の
豪
雨
で
住
宅
に
被
害
を
受
け

た
か
た
に
、
住
宅
改
修
資
金
の
融
資
制
度

(

秋
田
県
住
宅
建
設
資
金)

が
あ
り
ま
す
。

対
象(

次
の
①
〜
④
を
す
べ
て
満
た
す
か
た)

①
被
害
を
受
け
た
住
宅
を
所
有
し
居
住
す
る

か
た
、
ま
た
は
被
害
を
受
け
た
住
宅
に
居

住
す
る
親
を
も
ち
、
か
つ
、
秋
田
県
内
に

在
住
す
る
か
た

②
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
か
た

③
収
入
月
額
が
毎
月
の
返
済
額
の
４
倍
以
上

あ
り
、
前
年
の
収
入
が
規
定
の
額
以
下
の

か
た

④
申
込
日
現
在
70
歳
未
満
の
か
た

連
帯
保
証
人
お
よ
び
担
保
　
指
定
金
融
機
関

の
取
り
決
め
に
よ
る

融
資
金
利
　
１
・
０
％
固
定

融
資
限
度
額
　
300
万
円
　

償
還
期
間
　
10
年
以
内

申
し
込
み
先
　
秋
田
銀
行
、
北
都
銀
行
、
秋

田
信
用
金
庫
、
秋
田
県
信
用
組
合
、
東
北
労

働
金
庫
、
新
あ
き
た
農
業
協
同
組
合
　
ほ
か

●
問
い
合
わ
せ

県
建
築
住
宅
課

tel(

８
６
０)

２
５
６
１

６
９
月
17
日
の
豪
雨
で

被
害
を
受
け
た
か
た

住
宅
改
修
資
金
を
融
資

予定されていた改正の対象となるかたには、今年の７月
下旬に、「有効期限＝平成20年３月31日まで」の高齢受給者
証をお送りしています。４月以降に使える高齢受給者証は
来年３月に郵送します。

高齢受給者証をお持ちの70歳から74歳のかた(※)のうち、
医療費の自己負担割合が「１割」のかたは、来年４月から
「２割」になる予定でしたが、平成21年３月31日までは「１
割」のままになることが決まりました。また、月当たりの医
療費の自己負担限度額も改正が１年間凍結されます。

高齢受給者証をお持ちの70歳～74歳のかた

医療費の自己負担割合改正
(１割→２割)が１年間凍結

新しい高齢受給者証は３月に郵送します

受給者証の交付は…国保年金課賦課担当tel(866)2099
自己負担限度額は…国保年金課給付担当tel(866)2098

※障害認定および老人保健による医療受給者証の交付を
受けているかたを除く

問い
合わせ

男女共生カレンダー差し上げます…かわいいイラスト付き。ご希望のかたは市役所
山王別館２階の男女共生・次世代育成支援室までお越しください。tel(866)2141広報あきた 12月21日号11

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ロ
ーン控除を受けている次の①②のかた

●手続き＝「市町村民税道府県民税住宅借入金
等特別税額控除申告書」を下記の窓口へ提出
してください

市民税課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サー
ビスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見
三内・大正寺連絡所、各地域センター
※市ホームページからもダウンロードできます

①所得税の確定申告をしないかた
源泉徴収票と一緒に市民税課へ

②所得税の確定申告をするかた
所得税の確定申告書と一緒に税務署へ

住民税
控除額

控除の申告書はこちらにあります(１月から)

●申告期限＝平成20年３月17日(月)まで

市民税課tel(866)2055問い合わせ

※来年２月上旬からコミセンなどで行う「市・
県民税申告相談」の会場でも受け付けます。

http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/

①平成19年分源泉徴収票の「給与所得控除後の
金額」が「所得控除の額の合計額」より大き
く、「源泉徴収税額」が「０円」
②平成19年分確定申告書の「所得金額の合計額」
が「所得から差し引かれる金額の合計額」より
大きく、住宅ローン控除後の所得税が「０円」
※分離課税所得や配当控除があるかたは、
対象にならない場合があります。

住宅や家財などの生活資産の地震保険
契約に関する保険料の２分の１の額
（控除限度額25,000円）

市県民税からも住宅ローン控除
国から地方への税源移譲によって所得

税額が減り、住宅ローン控除額が減少す
る場合があります。この場合、申告により、減
少する分を市県民税から控除することができる
ようになりました。

損害保険料の控除を廃止し、
地震保険料の控除を創設
地震災害が起きたとき、個人資産を守

る方法の一つが地震保険です。
昨年の税制改正で、火災保険や傷害保険など

の保険料を控除する「損害保険料控除」を廃止
し、新たに「地震保険料控除」を創設しました。
所得税、住民税に適用されます。

◆税金の控除制度◆

※経過措置＝平成18年12月31日までに締結し、平
成19年１月１日以降、掛け金の増減を伴う契約
変更をしていない長期損害保険契約は、これま
での損害保険料控除の額が適用されます。

対象となるかた

▲
▲


